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職場のメンタルヘルス対策のための 

《こころの健康専門家ガイド》 
大阪産業保健総合支援センターが開設 

～ WEBサイトで専門医療機関の検索が可能に ～ 

 

◆ 厚生労働省では、平成26年4月から、企業の産業保健活動の効果的な支援を促進するため、

地域産業保健事業、産業保健推進センター事業、メンタルヘルス対策支援事業の産業保健三

事業を一元化し、独立行政法人労働者健康福祉機構を実施主体とする「産業保健活動総合支

援事業」として医師会などの協力のもと運営を開始しています。 

大阪では、大阪産業保健総合支援センターと 13の地域産業保健センターが専門的な相談へ

の対応や研修などの産業保健サービスを提供しています。 

大阪労働局（局長 中沖 剛）では、これら機関の活用を積極的に勧奨し、メンタルヘルス

対策をはじめとした事業場における産業保健活動の活性化に取り組みます。 

◆ 「こころの健康専門家ガイド」を開設 

職場のメンタルヘルス対策を推進するためには、地域における医療機関など、こころの専

門家と事業場のより良いコミュニケーションが重要です。 

大阪産業保健総合支援センターでは、「こころの健康専門家ガイド WEBサイト」を開設し、

専門医療機関の検索をはじめ以下のサービスを提供しています。 
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大阪労働局労働基準部健康課 

 

電 話   06(6949)6500 

◆こころの健康専門家ガイド 

事業場のメンタルヘルス対策の推進のため、対応可能なサービスごとに地域の

専門医療機関を検索できるWEBサイト 

 地域から検索 

 カウンセリングができる施設を検索 

 産業医の資格を持つ医師が在籍する施設を検索 

 事業場との面談対応が可能な施設を検索 

 職場復帰支援のサービスが可能な施設を検索 

http://www.osaka-mh.jp/ 

個々の専門医療機関ごとに、診療科目や電話番号などの詳細情報、主に対応している領域（うつ病、

神経症、パニック障害など）、事業場との情報交換への対応、職場復帰支援（リワーク支援）のサー

ビスへの対応など、詳細な情報を提供しています。 

事業場から主治医への紹介状、職場復帰にあたっての事業場の産業医と主治医との情報交換様式の

ひな形などのダウンロードも可能です。 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業者、産業保健スタッフの皆さまへ 

平成 26 年４月から、産業保健を支援する３つの事業（地域産業保健事業、産業保

健推進センター事業、メンタルヘルス対策支援事業）を一元化して、「産業保健活動

総合支援事業」として、事業場の産業保健活動を総合的に支援します。 

産業保健活動総合支援事業のご案内 
平成 26年４月から新しい支援体制がスタート 

［これまでの３事業の体制］ 

大 阪 労 働 局 ・ 各 労 働 基 準 監 督 署 
http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/ 

独立行政法人 労働者健康福祉機構ホームページ 
http://www.rofuku.go.jp/shisetsu/tabid/578/Default.aspx 

地域産業保健センター 

 
労働者数 50人未満の事業場の事

業者や労働者を対象に産業保健サ

ービスを提供 

産業保健推進センター 

（連絡事務所） 
産業保健スタッフなどを対象に、

相談、研修、情報提供などの支援

を実施 

メンタルヘルス対策 

支援センター 
産業保健スタッフや事業主を対象

に職場のメンタルヘルス対策を支

援 

産業保健活動総合支援事業 

 独立行政法人 労働者健康福祉機構が実施主体となり、地域の医師会などの協力

のもと事業を運営します。 

 労働者のからだと心の一体的な健康管理や作業環境管理、作業管理などを含め

た総合的な労働衛生管理の進め方についての相談などを一元的に受付けるなど、

企業内での産業保健活動への総合的な支援を実現します。 

 事業の利用は、都道府県に設置している「産業保健総合支援センター」または

「地域窓口」にご相談ください。 

産業保健総合支援センター 
［都道府県ごとに設置］ 

事業全体を統括。 

事業者・産業保健スタッフなどを支援 

地域窓口 

（地域産業保健センター） 
［おおむね監督署管轄区域に設置］ 

主に、労働者数 50人未満の事業場を支援 

［平成 26年４月からの新体制］ 

大阪府内の事業場で支援をご希望の方は、裏面に記載の大阪産業保健総合支

援センターまたは各地域産業保健センターへご連絡をお願いします。 

厚生労働省 
ひと、くらし、みらいのために 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪産業保健総合支援センター    http://www.osakasanpo.jp/ 

〒540-0033  大阪市中央区石町 2-5-3 エル・おおさか南館 9階 TEL 06-6944-1191 FAX 06-6944-1192 

平成 26 年度 大阪府の地域窓口（地域産業保健センター） 
地域産業保健 

セ ン タ ー 名 
所 在 地 

電 話 番 号 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 

大 阪 中 央 〒540-0003 大阪市中央区森ノ宮中央 1-16-2 森ノ宮コスモビル 101大阪中央労働基準協会内 
TEL 080-6830-8248 
FAX 06-6941-3710 

大 阪 南 〒557-0044 大阪市西成区玉出中 2-11-4  大阪南労働基準協会内 
TEL 06-6656-3443 
FAX 06-6656-8141 

天 満 〒530-0053 大阪市北区末広町 3-14 大阪市北区医師会館 大阪市北区医師会内 
TEL 070-2199-1884 
FAX 06-6311-3799 

大 阪 西 〒550-0015 大阪市西区南堀江 1-11-1 三共四ツ橋ビル８階 大阪西労働基準協会内 
TEL 070-2199-1886 
FAX 06-6533-3398 

西 野 田 〒554-0012 大阪市此花区西九条 5-3-60 西野田労働基準協会内 
TEL 070-2199-1885 
FAX 06-6462-4452 

淀 川 〒532-0006 大阪市淀川区西三国 2-18-16 淀川労働基準協会内 
TEL 080-5952-8519 
FAX 06-6396-5602 

東 大 阪 〒578-0944 東大阪市若江西新町 1-6-5 東大阪労働基準協会内 
TEL 06-6723-3450 
FAX 06-6723-3451 

岸 和 田 〒596-0073 岸和田市岸城町 23-17 岸和田労働基準協会内 
TEL 070-2199-1883 
FAX 072-431-4031 

堺 〒590-0953 堺市堺区甲斐町東 3-2-26 堺市医師会内 
TEL 072-221-2330 
FAX 072-223-9609 

羽 曳 野 〒583-0033 藤井寺市小山 9-4-33   藤井寺市立保健センター3階 藤井寺市医師会内 
TEL 072-939-3443 
FAX 072-955-9807  

北 大 阪 〒573-0023 枚方市東田宮 1-6-4  北大阪労働基準協会内 
TEL 072-846-2343 
FAX 072-846-5414 

泉 大 津 〒592-0002 高石市羽衣 4-4-26 高石市立総合保健センター3階 高石市医師会内 
TEL 080-5952-8520 
FAX 072-264-6331  

茨 木 〒567-0031 茨木市春日 3-13-5  茨木市保健医療センター 茨木市医師会内 
TEL 072-631-2770 
FAX 072-631-2771 

産業保健活動総合支援事業のサービス内容 

 労働者数 50人未満の事業場を対象に、相談などへの対応を行います。  

  相談対応 

 ・メンタルヘルスを含む労働者の健康管理についての相談 

 ・健康診断の結果についての医師からの意見聴取 

 ・長時間労働者に対する面接指導 

  個別訪問指導（医師などによる職場巡視など） 

  産業保健に関する情報提供 

※ 労働者数50人以上の事業場についても、産業保健総合支援センターのサービス利用の相談などを受け付けます。 

 事業者や産業保健スタッフなどを対象に、専門的な相談への対応や研修などを行います。 

  産業保健関係者からの専門的な相談への対応 

  産業保健スタッフへの研修 

  メンタルヘルス対策の普及促進のための個別訪問支援 

  管理監督者向けメンタルヘルス教育 

  事業者・労働者に対する啓発セミナー 

  産業保健に関する情報提供 

産業保健総合支援センター 

地域窓口（地域産業保健センター） 

H26.05 


